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日本にも拍岸埴管理の尭盟を

日本にも沿岸域管理の発想を

敷田 麻実 (金沢工業大学環境ンステム工学科〕

日本沿岸峻学会の2曲0年アピール昏員会では、現在の日本における沿岸域の環境と利用の状況を踏まえ

たうえで、よりよい沿岸壇環境と泊岸瞳利用を同時に手に入れるための一つの提案を行いたいと考えている.

このアピールは、沿岸埴環境とその利用をより良くするための建般的繊崎町第-$である.そして昏員会では

このアピールの内容自体が‘沿岸瞳に閲する指輪をまきおこす題材となればよいと望んでいる.そのため紙数

を増やしてより完全なものを作成するより、番員会の意思を的確に聾し、関係者に理解されやすいシンプルな

ものを目指してこのアピールはつ〈られた.大切なことは、側部者の織輸の引き金となるであろうアピール作

成の背景、目的盲さらには特酷である.

そこで ここでは 2()(均年アピール作成の背景とアピールが目指すもの、そして何よりこのアピールが持

つ特徴について解説を低みたい.

1 われわれの沿岸峨

沿岸域は‘水深の浅い海とそれに接続する陸を吉む、海岸線に沿った細長い国土空間である.性質の異なる

梅と陸の環境を宮み、それが相互に葺曹しあう強特の環境特性を侍っている.この空間には生態的 環境的に

きわめて特置のある自帰環壇が吉まれている.たとえば子掲の浄化機能はすばらしく‘人工的な浄化施設をは

るかに綾ぐ.また汀線付近や、浅海の積場は魚介類幼稚仔の保育唱として.豊かな海の幸をもたらす源泉とな

っている.

人との関わりで考えると、沿岸暗は日本人の心象風景である白砂情松町海岸を擁L-，日本人の文化を育てた

空間である.羽衣や欄島太郎の物語はー海を依きにしては踊れない.またわが国の都市の多くが沿岸域に立地

し、日本の人口の約半分が海岸線を有する市町村に居住している.そして水産や海運聾 工業立地など、さまざ

まな経演・産量活動もこの空間で行われ、現在白日本町曹曜をもたらした.さらに豊かになったわれわれの社

会では，遊祖やプレジャーポートなど.沿岸睡でのレジャーやレクリヱーション機会が増加し、身近な余暇活

動の掴としての利用も盛んである.

ところで、私たちは沿岸犠の重要性についてどの程度館蔵しているのだろうか.ナホトカ号量袖涜出事故で

活植したボランティ アや、健早湾干拓 藤前干潟場立反対運動など.治岸場環境保全に測する世論の高まりは、

治岸場環境に対する国民の関心の高さを示している.経済の世紀から環境の世紀に入ろうとしている今 世界

的な環境県慢の動きと相まって、沿岸壇環境の保全が私たちの社舎の共通認践となりつつあると考えられる.

2 沿岸曜は今

このように環壇的にも文化的にも国有の価値を持つ治岸域は.私たちに豊かな実りと癒しをもたら している

空間であるが、経済発展を恒先するあまり、日本町沿岸域のすぐれた環境は急速に央われた.沿岸埴の貰源や

環境を帽に 豊かな経済や快適な暮らしを手に入れたが、一方でかけがえのないものを失いつつある.
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日本の梅岸輔の45%が人工構造物で固められている.また‘戦後の短い期間だけで 30，000haの干潟を

央ない、穣場の消央とあわせて浅海生態系の破壇は著しい.また蔓しかった白砂育松の浜辺は‘散乱するゴ

ミで賢観的にも質が低下した.また、水置の悪化は多くの環壇指揮にも現れている.狭い国土空間に多散の

人口が集中する日本では避けられないことかもしれないが、環境容量や空間の収容力、持続可能生産量を館

える利用は、資源や環境を破躍している.

しかし、失われているのは沿岸棋のすぐれた環境ばかりではない.利用の効'"性や適切な利用機会も央われ

ている.現在の沿岸場利用は.産業として利用する立場を橿先してきた戦後の日本の沿岸峻利用の歴史を反映

し、工業立地や滋揖などの利用が置先している.一方.余暇機会と所得の増加でレジャーやレヲ 'Jエーション

などの非産量的利用は増加しつつある.沿岸棋の限りある環境や資源、空間をめぐって、利用者聞の競合や対

立が増加した.そして、過度な利用は資源や環境をいっそう悪化古せた.同時にそれは非効8的な利用を招吉、

さらには利用の満足度を低下させ.沿岸域環境のすばらしさを享受することさえ継しくしている.

また、治岸域が特定の目的のために機能的に利用されていることも指摘 しておきたい.たとえば、

組業は漁業生産という機能を優先し、直接的 ・即効的に生産噌加に寄与しない損壊や資源に対する長

期的配慮を怠たった.加工貿易発展のための沿岸域の工業立地は、反面で美しい海岸線を破漉した.

産業的利用である埋立や漁業ばかりではなく.非産業的な利用である遊視でさえ、魚を釣る場所とし

てしか沿岸域を見ていない.つまり、今の沿岸域利用では、単に沿岸域の慢能や特性の一つを利用し

ていることが多いのではないか.そして、それに無関係な沿岸域の価値は無視し切り指てている.そ

の結果ー特定の「機能的利用のためだけのより効率的な沿岸域利用j が求められ、同時に外部不経済

を生み続けている.

このように.沿岸瞳をめぐる現在の問題は①崎岸犠環境町慢全の重要性が胞障されながら、一方で沿岸壇

の環境が悪化していること、 ②沿岸犠の多元的利用が鉱大し.責源や空間をめぐって利用者聞の鏡台・対立が

起きていること、③それが沿岸績の機能的な利用の追求と檀合して過度な環境 貴源の利用や非効率的な利用

を招いていること、④結果的に、資源や環境の状態の悪化を生んでいること、に聾約できる.現在のままで満

足していけないことは明らかである.このような沿岸績の状況は決して楽観できるものではないがーここの間

周は槍じられても.全体が輔られる機会は少ない.しかし、沿岸域に関わる者が、より望ましい沿岸輔の状態

を望むのであれば.危纏感を共有する必要があるのではなかろうか.

3. 2000年7ビール民生の背景 一元的菅理の根槌

このような問題を解決し、沿岸績を共生空間として保つために、対置や行動が必要であることについては‘

前述したように、沿岸峨の軍要性を認膿した世論が存在することから一定の社会的合意が得られていると考え

られる.そこで、問題はどのような内容の対買や行動で危機を克服するかである.

しかし沿岸埴における新たな対策や行動を提車する場合に.すでに対揮はとられているという主張がかまび

すしい.沿岸墳に関わる主要な法律は存在するl.，.このうち河川法 海岸法 港南法は時代に合わせて近年あ

いついで大幅に改正された.また水産基本法の制定も視野に入っている.この点では決して治岸堤における対

聞は放置されてきたとは雷えない.ところが、このような対策が統一的なデザイ ンの下で進められているかに
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日本にも沿岸揖官理の尭曹、を

ついては疑問がある.実際には.現在までの沿岸瞳の管理は、色省庁、品産業によって分割して行われてき

た.同じように見える海岸でも。法律が具なれば管理由基慣や方針が異なっている.それはそれぞれの法律

が目的とする利用や国土保全に串拠して行われるのであるから ある意味で当然である.

このような分権的システムは十分そもちろん沿岸峻利用を鉱大(.，.それぞれが目的追求を続けてきた問は.

の力を発揮した.それは.相Eに干渉を畳けることな〈、それぞれの目的を達成することだけを考瞳して施策

しかし、 現在の沿岸域における聾摘は、沿岸埴の持続的利用やより合理的

もちろんこの場合における集権な沿岸峻利用である.そのためには、分権的管理より蝿極的管理が望まれる.

とはー一定白地場や範囲での集績であって、国家的規模の管理の実現でないことは明らかである.

を推進すれば良かったからである.

一方、 利用者の側からも現行の分割管理には問題が多い.利用する側に立てば、場所や行動によって法制度j
4
0
1
 

や管理者が変わることは都告が悪い.利用者はあくまでワンストップショッピングセンターを望んでいるので

ザ

』

のような状況では、沿岸埴の資源や環境に『つけJが回ることは明らかで 持続的な利用は望むべくもない.

そうしないためには、沿岸域全体の環境容量を見定め、地瞳住民や関悟者が合意のうえ、利用や保全の方針や

また沿岸埴利用では、個々の利用はバラバラに仔われる傾向があり、利用者聞の競合や対立がある.ある.

方策を決定してゆくという、総合的な環境・利用の管理が必要となるのである.

しかし、 現在は沿岸峨全体を統一的に管理できるデザインはまだなく、沿岸域に関する危機感が共有されな

またその利用は省庁がら.制度や管理についての 「共有Jは実現していない.沿岸壇の環境には境界はない、

や制度の境界を意蹟せずに行われ 現在の分割管理とは一散が見られない.

ととろで、わが園田海洋関連施策において、沿岸埴という慨企は三全総で初めて用いられ、陸域と海域を統

まだ十分に浸透していない.また 1998

年に国土庁が貰定したr21世紀の国土のグランドデザイン(五全総)J(1998年)はじめ.沿岸犠の一元的管理

告した「沿岸場」の観念が 以降用いられてきたにもかかわらず、

に対する要望は沿陣場開悟者の合意を得はじめていると考えて且いのではなかろうか.

4. 2000年アピール沿樽蟻官理システムの特徴

アピールの中で績になるものは サブタイ トルと して掲げられたf沿岸犠の持続的な利用と環境保全のため

の提宵Jである.番員会では.われわれの治岸曜を、車世代に現状より良い状態で引き継ぐことを第ーの目的

この点では、関樺者の具輸は少ないものと考えている.にした.

次にこのアピールの特徴は立の3点に集約できる.まず第 lに 現在までの提曹にはない具体的な管理の

内容まで言及したこと.第2に‘既存の制度や仕組みの温存を前提にしなかったこと.そして第3に.利用

者の観点に立ったことである.いずれの点でも今までの同種目提案にはない特徴がこのアピールにはあると考

えている.

これまで沿まず沿岸績の範囲を線拠に基づいて明確に定機したことである.第 1点目の具体的な内容は，

としたものが多かった.陣瞳は具体的に定確されることが少なく、梅外の倒を見ても『必要に応じて定義するj

このアピールでは、治岸峻を 領海から海暗に.，曹を与える問川涜曜の範囲(広域エリア}と決めたうえで、実

障の管理では、梅続は沖合5梅里から海岸輔を持つ市町村町行政区坂{基本エリア)を対象とした.

立に実際の管理では、 l!l!立性の高い沿岸瞳管理主体を'1股する点がこのアピールの特徴である.それも広域

-37-



電

と狭峻の二重の管理主体を今回は催案した.二車構造を持つことは一見無駄のように思えるが それぞれの

管理主体は別々の役割を持っている.まず狭壇菅理主体は さまざまな沿岸域利用者の書加によって地棋に

密着した日常的管理を行う.特に、従来は沿岸域管理に害加できなかったレクリエーションなどの非産業的

利用者の管理への参加を制度的に保証した.また地域住民による管理を彊先しながら、地械外から来る利用

者の嘗加の可能性も残した.これは畳近の沿岸壇利用の動向に基づくものである.

また広域沿岸域管理主体は.都道府県の範囲で沿岸域に関する酎画や指針策定を担当する.従来同レベルで

行ってきた港湾・海岸 水産量など沿岸壇に関する計画もこの管理主体が一元的に進める.従って今までの揖

難問聾畢員会や各種審組会は、この委員会の部会となる.この管理主体は狭峨と晶なり行政組織の一部であり.

沿岸域に関する部局を統合して強力な事務局を博成することが望ましい.

第 2の既得権益の温存の問聞は置要な課題である.沿岸埴の権利設定や慣習はー漁揖のように歴史的なも

のから、管理者glJの海岸管理までさまざまなものが入り乱れているが.指利が檀維に絡み合った状態がー必ず

しも合理的であるとは冒い鑓い.また利用実態と合わない権利は、沿岸域の効率的な利用を阻害する.

もちろん、畳革だけがこのアピールの目的ではない.よりよい状態を実現するのに必聾な制度や仕組みを用

意しようという発惣に立っているので、既存の権利や制度の組み合わせから害えを出すことに満足しなかった

だけである.この点についてはアピール全体に現れているが 特に「既存の管理制度からの移行Jとして本文

取にまとめられている.

第3番目は利用者の担点に立ったことである.従来は産業的利用が中心であった沿岸頃利用は、非産業的

利用者が台頭してきでいる.産業的利用を否定するものではないが、利用者が国民生体に及ぶのであるから、

ユーザーを章践した沿岸峻利用であることは、ある章暗で当然である.ただし、非産量的利用者だけに優先帽

を与えるのではなく.非産車的利用者も産業

や環壇を童醸したうえで.適切な利用をす

このような関樺を図示すると右図のように

と非産業的利用は相互に側盛を必要とする

や環境保全を無視できない.三角錐の底辺は

いる.そして底辺の三角形のパランスを決め

点にある沿岸瞳官理であろう.つまり沿岸壇

用・非産業的利用を組えて沿岸唖の利用と環

をとる総合的なプランニングである.

""'底的利則

..・・‘管理

.... ・健保金

的利用者も 資源

る.

なる.産業的利用

がーいずれも資源

. .納利用 その状態を示して

るのが三角錐の頂

官理は、産業的利

境保全のパランス

さて.このアピールについて、そこまでしなくても、当司解者聞の話し合いで解決できるのではという反対

意見が当然あると思われる.しかし当事者聞の解決は、その当移者に都合がいい解決になりがちで.それ以

外町聾車や関係者を需視する.ちょうど、漁聾と遊漁の対立が当事者間で解決した場合に、置源や環境が無

投主れがちなように.それを杭ぐのは.当事者間的栴訟を組えて全体的ルールに従ってコ一子ィネートする

工主である . 従って‘本7 巳ー }しでは当恵老~~'栴世よv)も . 主主吉主な•. 'Il¥¥者1>'考参加した管理主体町唱で、

}νール℃町っと勺鴨唱え買が\~¥.-告われる制直モ'臨めた.

以上の特徴を最栴的に障にするのが、本アピールで明殖にした沿岸域管理法の制定である.

定は、社会的コストを増加させ.制度を檀錐化するだけだという主張や、置上屋

-38-

s 

φ 



日本にも沿岸埴菅理の尭盟を

しかし I化け物畳敷Jと呼ばれる沿岸竣開帳の法律や植雑化した行政制度に甘んじていては、持続的な• 、AL
 
利用と環境県全は保旺できない.沿岸続全体のことを考えた法制度が用意されて初めてできることもある.

これは沿岸域の例ではないが、銀行.1iE券・樺険に檀確に分かれた管理制度を統合して、利用者中心の管理

まさに沿岸域管理のに改めるべきとする主強が先日の日本経済新聞 (2∞0年 10月 18日朝刊)に載った.

発惣と一致する.個別管理由強化より一元的 総合的管理が必要である.

最後に海洋政商との関悟である.海岸政置と本アピールは同一ではない.海外の例を見ても、海岸政策はさ

アピールでは 12梅里以遠は.国の海洋政策に任すと して具体らに高い視点からまとめられるものである.

これは海洋政軍の必要性や沿岸峨管理との連棋を認めていないからではなく あく

まで国民の利用鎖度の高い海岸線を中心とした沿岸棋に軸足を置いたためである.

的な記述をしていないが，

5 日本にも治陣織曹理町発想を

沿岸域の環境が危樋的な状況を迎えつつある今. どう保全してゆくかとい

う明確な戦略が必要である.米国の沿岸場管理法やオーストラリアのグレートパリアリー7海中公園法など

沿岸壇の環境保全と開発のパランスをとろうとする憧れた法律は、いずれも環境保全の世拾の高まりを畳けて

日本町治岸域を今後どう利用し、

日本でも治岸峨管理の必要性を考え制定されている.練早糟や藤前干潟の問題が全国的に注目古れた今こそ、

るべきだと思われる.

沿岸域に人口の 50%が集中する日本では.治岸域は地埴にとって身近な自然環境であり、水産物を生み

出す捜海生態系としても.また地場経済や社会にとっても量聾な存在である.その思車をこれからも享受する

ために.地壇社会は持続的な沿岸瞳利用の必要に迫られている.その鍵となるのは， おそらく沿岸岐の利用者

聞の共生であり.また利用と環境の共生であろう.

沿岸壕を共生空間とするために私たちがすべきことは.一時しのぎの対策を指て 沿岸時管理というンステ

ムを創り出すことである.沿陣域の環境容量を認め.利用と串全のパランスをとる英知が私たちに求められて

いる.そのためには沿岸媛利用者が既得樋益に縛られた省庁や制度の壁を纏えて、地峨にとって必要な決定

ができる合意形成の喝を持つことである.

その実現のために一つの提案を行ったの沿岸域の持続的利用はわれわれ世代に突きつけられた謀題であり，

これが唯一の解決であるとはもちろん提案はい〈つかの選択肢の中の一つでありこのアピールである.カt.

考えていない.むしろこのアピールは、沿岸埴関保者の樋鎗を喚起するスタート台である.

治岸域をめぐるさまざまな動きが活発化している今.持続的利用と環境保全の世界への廓は聞きつつある.

その扉を押し聞き、 21世紀にすばらしい沿岸暗を引き続く.のは.沿岸峨のすぐれたマネージメン卜である.

このアピールに興味を持ち鴎輸に書加した関揮者は そのmのノプを湿っている.
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